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今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
主
題
で
あ
る
「
書
物
ｌ
行
為
と
身
体
ｌ
」
お

よ
び
「
翻
訳
と
異
言
語
Ｉ
異
言
語
が
創
造
す
る
書
物
ｌ
」
に
関
連
し
て
、

特
に
中
国
文
学
と
の
比
較
か
ら
、
日
本
古
代
に
お
け
る
中
国
文
学
の
受
容

の
問
題
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
事
例
を
紹
介
し
た
い
。

ま
ず
一
般
的
に
言
っ
て
、
印
刷
術
発
明
以
前
の
時
代
に
お
い
て
は
、
洋

の
東
西
を
問
わ
ず
、
本
を
読
む
行
為
は
本
を
写
す
行
為
と
密
接
に
関
わ
っ

て
い
た
で
あ
ろ
う
。
特
に
古
代
日
本
に
お
い
て
は
、
書
物
は
す
べ
て
中
国

も
し
く
は
朝
鮮
半
島
か
ら
輸
入
さ
れ
た
貴
重
品
で
あ
り
、
そ
の
数
は
多
く

の
場
合
、
一
部
、
多
く
と
も
せ
い
ぜ
い
数
部
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
大
多
数
の
人
に
と
っ
て
、
本
を
読
む
た
め
に
は
、
ま
ず
そ
れ
を

書
写
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
書
写
の
過
程
で
様
々
な
誤
り
が
生
じ

る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
自
ず
か
ら
書
写
者
の
言
語
体
系
、
先

入
観
が
意
識
、
無
意
識
に
か
か
わ
ら
ず
反
映
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そういう意味で興味深い例は、すでに述べたことがある伽、

正
倉
院
蔵
、
光
明
皇
后
（
七
○
一
’
七
六
○
）
御
筆
の
『
杜
家
立
成
雑
書

要
略
」
に
見
え
る
。
こ
の
中
国
で
は
早
く
に
散
逸
し
た
書
簡
文
例
集
の
冒

古
代
日
中
比
較
文
学
に
つ
い
て
の
断
想
金
文
京

｜
は
じ
め
に
ｌ
読
む
・
写
す
・
書
く

特
集
・
書
物
ｌ
行
為
と
身
体
Ｉ

ｌ
読
む
こ
と
と
書
く
こ
と
Ｉ

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
①
翻
訳
と
異
言
語
ｌ
異
言
語
が
創
造
す
る
書
物
Ｉ

頭
は
、
「
雪
寒
喚
知
故
飲
書
」
（
雪
寒
く
し
て
知
故
を
喚
び
て
飲
す
る
の
書
）

で
あ
る
（
ゴ
チ
ッ
ク
体
は
私
に
施
し
た
も
の
、
以
下
同
）
。
と
こ
ろ
が
宮

城
県
多
賀
城
市
川
橋
の
奈
良
時
代
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
た
同
書
の
木
簡
で

は
、
こ
れ
が
「
雪
寒
呼
知
故
酒
飲
書
」
（
雪
寒
く
し
て
知
故
を
呼
び
酒
を

飲
む
の
書
）
に
な
っ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
こ
の
木
簡
の
書
写
者
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
基
づ
い
た
底
本
の

書
写
者
は
、
ま
ず
「
飲
む
」
だ
け
で
は
何
を
飲
む
の
か
わ
か
ら
な
い
の
で
、

文
意
を
補
う
つ
も
り
で
「
酒
」
を
書
き
足
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
そ

の
場
合
、
知
っ
て
か
知
ら
ず
か
、
中
国
語
で
は
な
く
日
本
語
の
語
順
に
よ
っ

て
「
酒
飲
」
と
書
い
た
。
ま
た
こ
れ
も
故
意
か
不
注
意
か
は
わ
か
ら
な
い

が
、
「
喚
」
を
「
呼
」
に
変
え
た
。
中
国
語
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
に
文

書
で
人
を
よ
ぶ
場
合
は
「
喚
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
「
呼
」
は
声
を
出

し
て
直
接
よ
ぶ
場
合
に
用
い
る
べ
き
だ
が
、
書
写
者
は
お
そ
ら
く
そ
こ
ま

で
は
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
誤
り
は
、
書
写
者
が
一
つ
一
つ

の
漢
字
を
日
本
の
訓
で
読
み
、
さ
ら
に
漢
文
の
語
順
を
日
本
語
風
に
入
れ

替
え
て
読
ん
で
い
た
、
す
な
わ
ち
訓
読
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
興
味
深
い

例である。
つ
い
で
こ
の
よ
う
な
中
国
の
書
物
の
書
写
行
為
は
、
今
度
は
日
本
人
が
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次
に
や
や
特
殊
な
例
を
紹
介
し
よ
う
。
『
今
昔
物
語
集
』
の
「
震
旦
部
」

は
、
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
多
く
が
遼
の
非
濁
撰
『
三
宝
感
応
要

略
録
」
を
出
典
と
す
る
が
、
「
不
空
三
蔵
、
調
仁
王
呪
現
験
語
第
九
」
（
巻

漢
字
を
用
い
て
文
章
を
書
く
場
合
（
必
ず
し
も
い
わ
ゆ
る
漢
文
と
は
か
ぎ

ら
な
い
）
と
も
、
密
接
に
関
連
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
考
え
る

事
例
と
し
て
、
八
世
紀
後
半
の
作
と
考
え
ら
れ
る
熊
本
県
浄
水
寺
の
「
南

（２）

大
門
碑
」
の
例
を
あ
げ
た
い
。

同
碑
に
、
「
夫
不
人
濁
登
，
登
者
法
。
法
不
濁
弘
，
弘
者
人
」
（
そ
れ
人

は
ひ
と
り
登
ら
ず
、
登
す
者
は
法
。
法
は
ひ
と
り
弘
ま
ら
ず
、
弘
む
る
者

は
人
）
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
最
初
の
句
の
「
不
」
の
位
置
が
誤
っ
て
い

る
の
は
、
単
な
る
不
注
意
か
も
し
れ
な
い
。
「
猫
」
は
「
自
ず
か
ら
、
ひ

と
り
で
に
」
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
ろ
う
が
、
漢
語
の
用
法
と
し
て

は
破
格
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
和
習
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
一

節
は
『
論
語
』
「
衛
霊
公
篇
」
の
「
子
日
，
人
能
弘
道
，
非
道
弘
人
」
（
子

曰
く
、
人
能
く
道
を
弘
む
る
、
道
の
人
を
弘
む
る
に
非
ず
）
を
踏
ま
え
た

表
現
で
、
そ
れ
を
仏
教
に
応
用
し
、
さ
ら
に
「
弘
法
」
（
法
を
弘
む
る
）

に
な
ら
っ
て
「
登
人
」
（
人
を
登
ら
す
）
を
考
え
出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う

が
、
「
登
」
は
「
登
ら
す
」
と
他
動
詞
的
に
は
使
え
な
い
の
で
、
こ
れ
ま

た
和
習
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
か
ら
は
、
「
論
語
』
の
読
書
体
験
を
も
と

に
、
そ
れ
を
自
ら
の
作
文
に
応
用
し
た
跡
が
う
か
が
え
る
。
わ
ず
か
二
例

で
は
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
読
書
と
作
文
は
書
写
と
い
う
身
体
的
行

為
に
よ
っ
て
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き

卜李や『ノ○

二
曲
解
？
に
よ
る
書
き
替
え

六
）
は
二
一
宝
感
応
要
略
録
』
で
は
な
く
、
宋
の
賛
寧
「
大
宋
僧
史
略
』

巻
三
「
城
閣
天
王
」
な
ど
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
す
で
に
岩

波
「
新
古
典
大
系
」
本
「
今
昔
物
語
集
』
の
小
峯
和
明
氏
解
説
に
よ
っ
て

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
こ
の
説
話
の
最
後
の
部
分
と
、
『
大
宋
僧
史
略
」

お
よ
び
唐
の
不
空
三
蔵
訳
「
毘
沙
門
儀
軌
』
の
該
当
部
分
を
引
用
し
て
み

る
（
下
線
と
括
弧
内
は
私
に
付
し
た
、
以
下
同
）
。

「
今
昔
物
語
集
」
で
下
線
を
付
し
た
箇
所
の
う
ち
、
「
此
レ
ヲ
聞
テ
喜
ビ

給
フ
事
無
限
ク
シ
テ
」
と
「
其
後
、
此
ノ
事
競
テ
勤
ム
」
は
、
原
拠
に
は

な
い
が
、
編
者
の
潤
色
の
範
囲
内
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か

し
「
道
ノ
辻
」
と
「
院
毎
二
」
の
場
合
は
、
そ
う
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま

ず
前
者
に
つ
い
て
は
、
毘
沙
門
像
を
道
の
辻
に
置
く
こ
と
は
、
原
拠
に
な

い
ば
か
り
で
な
く
、
城
上
の
高
所
に
置
く
と
い
う
記
述
か
ら
も
有
り
得
な

○
「
大
宋
僧
史
略
」
ｌ
帝
因
勅
調
遺
節
度
，
所
在
州
府
，
於
城
西
北
隅

各
置
天
王
形
像
部
従
供
養
。
至
於
仏
寺
，
亦
勅
別
院
安
置
-
迄
今
朔

日
州
府
上
香
華
食
饒
，
動
歌
舞
，
謂
之
樂
天
王
也
。

○
『
毘
沙
門
儀
軌
』
ｌ
有
天
霊
異
，
奉
勅
宣
付
十
道
節
度
，
所
在
軍
領

（
鎮
の
誤
り
か
）
令
置
形
像
，
祈
願
供
養
。

○
『
今
昔
物
語
集
』
ｌ
王
、

華 矧 沙 宣・ 二 門 旨
飯 天 天 ヲ
食 王 ノ 下
ヲ ノ ロ シ

臺ﾜ壹藝
毎智迩垂
養 二 諸 ノ
シ 至 ノ 西
可 テ 寺 北
奉 、 ニ ノ
シ 洲 勅 角一 府 シ ー
ト 皆 テ 、
被 、 当 各
下 香 院 | 毘

ル
。
其
後
、
此
ノ
事
競
テ
勤
ム 此

レ
ヲ
聞
テ
喜
ビ
給
フ
事
無
限
ク
シ
テ

○
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い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
道
ノ
辻
」
は
、
「
毘
沙
門
儀
軌
』
の
「
十
道
」

を
曲
解
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
十
道
」
と
は
、
唐
の
貞
観
元
年

（
六
二
七
）
、
全
国
を
関
内
道
、
河
南
道
な
ど
十
の
道
に
分
け
た
こ
と
を
指

す
の
で
あ
る
が
（
『
旧
唐
書
」
巻
三
八
「
地
理
志
」
）
、
宋
代
で
は
す
で
に

そ
の
こ
と
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
ら
し
く
、
『
大
宋
僧
史
略
』
は
「
諸

道
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
『
今
昔
物
語
集
」
の
編
者
が
『
毘
沙
門
儀
軌
』

を
参
照
し
た
証
拠
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
「
十
道
」

を
「
道
ノ
辻
」
と
訳
し
た
の
は
、
一
種
の
文
字
遊
戯
で
は
な
い
か
と
も
疑

われる。
次
に
「
院
毎
二
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
大
宋
僧
史
略
』
の
「
別
院
」

に
対
応
し
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
北
朝
か

ら
唐
代
に
か
け
て
、
「
日
別
」
「
月
別
」
な
ど
名
詞
に
「
別
」
を
後
置
し
て
、
「
日

ご
と
」
「
月
ご
と
」
の
意
味
に
用
い
る
特
殊
な
例
が
広
く
見
ら
れ
る
こ
と

（３）

に
つ
い
て
は
、
す
で
に
指
摘
が
あ
り
、
日
本
で
も
『
日
本
書
紀
」
巻
二
八
「
天

武天皇上」に「人別」（元年五月）、同巻二九「天武天皇下」に「国別」

（
五
年
八
月
）
、
「
人
別
」
（
五
年
九
月
）
、
同
巻
三
○
「
持
統
天
皇
」
に
「
人

別
一
領
」
（
元
年
八
月
）
、
ま
た
正
倉
院
文
書
の
天
平
勝
宝
三
年
（
七
五
二

三
月
十
一
日
「
請
金
字
花
厳
経
用
度
文
」
に
、
「
峡
別
二
張
」
、
「
箇
別
十

（４）

文
」
な
ど
の
例
が
あ
る
。
『
今
昔
物
語
集
』
の
編
者
は
、
「
別
院
」
を
「
院

別
」
と
取
り
、
「
院
毎
二
」
と
訳
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
「
別

院
」
は
普
通
の
言
葉
で
あ
る
の
に
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
手
の
込
ん
だ
訳
を

（５）

し
た
の
か
不
審
で
あ
る
。

三
人
名
・
地
名
を
日
本
に
置
き
換
え
た
翻
案

「
日
本
書
紀
』
が
多
く
の
中
国
典
籍
か
ら
語
句
を
借
用
し
て
い
る
こ
と

天
皇
が
船
で
川
を
渡
っ
て
火
国
に
行
こ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
日
が
暮
れ

て
対
岸
が
見
え
な
く
な
っ
た
が
、
一
ヶ
所
だ
け
火
の
光
が
あ
っ
た
の
で
、

そ
れ
を
目
指
し
て
無
事
、
着
岸
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
村
で
誰
が

火
を
燃
や
し
た
の
か
と
聞
い
た
と
こ
ろ
、
誰
も
火
を
燃
や
し
た
者
は
い
な

か
っ
た
の
で
、
そ
れ
が
「
人
火
」
で
は
な
い
、
つ
ま
り
神
の
加
護
で
あ
っ

た
こ
と
が
分
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
不
知
火
の
起
源
と
し
て
広
く
知

ら
れ
る
話
で
あ
る
。

こ
の
話
は
、
あ
る
い
は
斉
の
陸
杲
「
繋
観
世
音
応
験
記
』
に
見
え
る
伏

（７）

万
寿
の
話
を
換
骨
奪
胎
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

は
、
周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
。
ま
た
単
な
る
語
句
の
借
用
に
と
ど
ま
ら
ず
、

物
語
自
体
を
中
国
の
故
事
に
拠
っ
て
翻
案
し
た
も
の
と
し
て
は
、
た
と
え

ば
巻
二
「
神
代
下
」
の
一
書
に
、
豊
玉
姫
が
井
戸
の
水
に
映
っ
た
樹
上
の

彦
火
火
出
見
尊
の
影
を
見
る
場
面
が
、
『
稠
玉
集
』
や
『
文
選
集
注
」
、
『
令

集
解
令
釈
』
な
ど
に
見
え
る
孟
姜
女
説
話
の
翻
案
で
あ
る
例
な
ど
が
知
ら

（６）
れ
る
・
こ
こ
で
は
筆
者
が
気
づ
い
た
一
例
を
述
べ
て
み
た
い
。
『
日
本
書
紀
』

巻
七
「
景
行
天
皇
」
十
八
年
五
月
壬
辰
朔
の
条
に
次
の
記
事
が
あ
る
。

従
葦
北
発
船
到
火
国
。
於
是
，
日
没
也
。
夜
冥
不
知
着
岸
。
遙
視

火
光
。
天
皇
詔
挾
抄
者
日
，
直
至
火
処
，
因
指
火
往
之
。
即
得
着
岸
。

天
皇
問
其
火
光
之
処
日
，
何
謂
邑
也
。
国
人
対
日
，
是
八
代
県
豊
村
。

亦
尋
其
火
，
是
誰
人
之
火
也
，
然
不
得
主
。
鼓
知
非
人
火
。
故
名
其

国
日
火
国
也
。

伏
万
寿
，
平
昌
人
，
居
都
下
。
元
嘉
十
九
年
，
為
衛
軍
行
佐
。
府
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伏
万
寿
は
都
（
南
京
）
に
住
ん
で
い
た
が
、
劉
宋
の
元
嘉
十
九
年

（
四
四
二
）
、
衛
軍
行
佐
の
職
に
つ
き
、
主
人
の
臨
川
王
劉
義
慶
に
つ
い
て

広
陵
（
揚
州
）
に
赴
任
し
た
。
や
が
て
休
暇
で
南
京
に
帰
っ
た
が
、
休
暇

が
終
わ
っ
た
の
で
、
ま
た
任
地
の
揚
州
に
も
ど
ろ
う
と
夜
半
に
長
江
を
船

で
渡
る
と
、
晴
朗
な
天
気
が
突
然
変
わ
り
、
大
風
が
吹
き
、
船
が
覆
り
そ

う
に
な
っ
た
。
辺
り
は
夜
の
闇
で
、
船
は
ど
こ
に
向
か
っ
て
い
る
の
か
も

分
か
ら
な
く
な
っ
た
が
、
仏
法
を
信
じ
る
伏
万
寿
が
、
観
世
音
菩
薩
に
祈

る
と
、
す
ぐ
に
北
岸
に
光
が
見
え
、
対
岸
の
村
で
火
を
燃
や
し
て
い
る
よ

う
で
あ
っ
た
。
船
中
の
者
み
な
こ
れ
を
見
て
、
あ
れ
は
欧
陽
の
火
で
あ
る

と
言
っ
た
。
欧
陽
は
揚
州
に
近
い
長
江
北
岸
の
地
名
で
あ
る
。
そ
こ
で
船

は
火
を
目
指
し
て
行
き
、
明
け
方
に
無
事
対
岸
に
着
い
た
。
し
か
し
村
で

尋
ね
た
と
こ
ろ
、
誰
も
火
を
燃
や
し
た
者
は
い
な
い
。
そ
こ
で
こ
れ
は
観

世
音
菩
薩
の
加
護
で
あ
る
と
知
り
、
道
人
（
僧
侶
）
を
招
い
て
、
感
謝
の

法
会
を
行
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
話
と
先
の
景
行
天
皇
の
話
を
比
較
す
る
と
、
船
で
対
岸
に
渡
る
の

に
、
日
が
暮
れ
て
、
あ
る
い
は
嵐
で
闇
と
な
り
、
対
岸
が
見
え
な
く
な
っ

た
が
、
一
ヶ
所
に
火
が
見
え
た
の
で
、
そ
れ
を
目
指
し
て
対
岸
に
着
い
た
ｃ

着
い
た
村
で
誰
が
火
を
燃
や
し
た
の
か
を
聞
い
た
が
、
誰
も
そ
の
よ
う
な

者
は
い
な
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
が
神
ま
た
は
観
音
の
加
護
で
あ
っ
た
こ
と

主
臨
川
王
劉
義
慶
鎮
広
陵
，
万
寿
請
仮
還
都
。
仮
尽
還
反
。
比
四
更

中
過
大
江
，
天
極
清
清
。
半
江
忽
遭
大
風
，
船
便
欲
覆
。
既
夜
尚
闇
，

不
知
所
向
。
万
寿
本
信
敬
仏
法
，
当
爾
絶
念
観
世
音
。
須
爽
，
見
北

岸
有
光
，
如
村
中
燃
火
。
同
舟
皆
見
，
謂
是
酬
陽
刺
也
。
直
往
就
之
，

未
曙
而
至
。
訪
問
村
中
，
皆
云
無
燃
火
者
。
因
請
道
人
斎
。

が
分
か
っ
た
、
と
い
う
点
が
両
者
に
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
は
偶
然
と
は

思えない。

陸
杲
の
「
繋
観
世
音
応
験
記
』
は
宋
の
傅
亮
「
光
世
音
応
験
記
」
、
同

じ
く
宋
の
張
演
「
続
光
世
音
応
験
記
」
と
と
も
に
、
青
蓮
院
の
吉
水
蔵
に

南
北
朝
時
代
の
写
本
が
蔵
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
河
内
の
金
剛
寺
蔵
『
供
名

諸
菩
薩
感
応
抄
』
に
も
そ
の
一
部
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
、
後
藤
昭
雄
氏
に

（８）

よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
。
一
方
、
中
国
で
は
早
く
に
供
書
と
な
っ
た
が
、
そ

の
一
部
は
後
世
の
諸
書
に
引
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
伏
万
寿
の
条
に
つ
い

て
も
、
『
法
苑
珠
林
』
巻
二
七
に
宋
の
王
淡
「
冥
祥
記
』
を
、
ま
た
『
太

平
広
記
』
巻
一
二
に
『
法
苑
珠
林
』
を
引
く
形
で
、
そ
れ
ぞ
れ
見
え
て

い
る
。
『
日
本
書
紀
」
撰
者
の
目
に
止
っ
た
の
が
、
『
繋
観
世
音
応
験
記
』

そ
の
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
「
冥
祥
記
」
、
『
法
苑
珠
林
』
な
ど
に
お
け

る
引
用
な
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
と
も
か
く
か
な
り
早
い
時
期
に
、
こ

の
話
は
日
本
で
も
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
後
世
の
中
国
で
の
引
用
で
は
、
文
章
が
原
作
と
大
き
く
変

わ
っ
た
も
の
が
あ
る
。
『
法
苑
珠
林
』
所
引
の
『
冥
祥
記
』
は
字
句
に
異

同
は
あ
る
も
の
の
、
同
内
容
だ
が
、
「
太
平
広
記
』
所
引
の
「
法
苑
珠
林
』

で
は
、
次
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
。

伏
万
寿
，
平
昌
人
。
宋
元
嘉
十
九
年
在
広
陵
為
衛
府
参
軍
。
包
個

週
州
。
四
更
初
渉
江
，
長
波
安
流
，
至
中
而
風
起
如
箭
。
時
又
夜
，

莫
知
所
向
。
万
寿
先
奉
法
，
唯
一
心
帰
命
観
世
音
，
念
無
間
。
候
爾

与
船
中
数
人
同
観
北
岸
有
光
，
状
如
村
火
。
喜
日
此
必
是
鬮
州
也
。

廻
船
趨
之
，
未
旦
而
至
。
問
彼
人
皆
云
昨
夜
無
燃
火
者
。
於
是
方
悟

神
力
焉
。
出
法
苑
珠
林
。
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特集・書物

一
見
す
る
と
、
こ
れ
も
原
話
と
同
じ
よ
う
で
あ
る
が
、
重
要
な
と
こ
ろ

に
変
更
が
あ
る
。
ま
ず
原
話
で
は
、
伏
万
寿
は
長
江
南
岸
の
南
京
か
ら
北

岸
の
揚
州
に
赴
任
し
、
休
暇
を
南
京
で
過
ご
し
た
後
、
揚
州
に
帰
任
す
る

時
に
災
難
に
遭
っ
た
。
し
た
が
っ
て
長
江
を
南
か
ら
北
に
渡
っ
た
こ
と
に

な
る
。
一
方
「
太
平
広
記
』
で
は
、
広
陵
か
ら
「
仮
を
乞
う
て
州
に
返
る
」

と
あ
る
が
、
こ
の
「
州
」
と
は
文
脈
か
ら
察
す
る
に
、
伏
万
寿
の
出
身
地

で
あ
る
平
昌
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
劉
宋
の
平
昌
郡
は
今
の
安
徽

省
東
部
の
源
州
市
一
帯
で
あ
り
、
や
は
り
長
江
の
北
に
あ
る
。
し
た
が
っ

て
揚
州
か
ら
平
昌
に
返
る
に
は
、
長
江
を
渡
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
話
を
適
当
に
省
略
し
た
結
果
、
破
綻
を
き
た
し
た
と
言
え
る
で
あ
る

》『ノ０次
に
原
話
の
「
欧
陽
火
」
が
、
こ
こ
で
は
「
陽
火
」
に
な
っ
て
い
る
。

欧
陽
は
既
述
の
如
く
、
長
江
北
岸
の
地
名
で
、
「
宋
書
』
の
「
謝
霊
運
伝
」

（
巻
六
七
）
に
見
え
る
「
撰
征
賦
」
に
、
「
候
皎
龍
於
中
流
，
髪
薄
方
與
，

廼
届
欧
陽
。
入
夫
江
都
之
域
，
次
乎
広
陵
之
郷
」
（
皎
龍
を
中
流
に
候
ち
，

差
に
方
與
に
薄
り
，
廼
ち
欧
陽
に
届
る
。
夫
の
江
都
の
域
に
入
り
，
広
陵

の
郷
に
次
す
）
と
あ
り
、
長
江
か
ら
広
陵
に
赴
く
要
地
で
あ
っ
た
。
し
か

し
唐
代
以
降
は
あ
ま
り
利
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
ら
し
く
、
宋
代
で
は
す
で

に
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
太
平
広
記
』
が
こ
れ
を
「
陽

火
」
に
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、
そ
の
た
め
と
思
え
る
。

で
は
『
太
平
広
記
」
は
ど
う
い
う
つ
も
り
で
「
陽
火
」
に
改
め
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
陽
火
は
太
陽
の
光
を
意
味
し
よ
う
が
、
そ
れ
は
こ
こ
で
は
適

当
で
な
い
。
思
う
に
陰
火
が
鬼
火
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
人
が
燃
や
し
た

火
と
い
う
つ
も
り
で
は
な
か
っ
た
か
。
も
し
も
そ
う
だ
と
す
る
と
、
「
陽
火
」

本
を
一
字
一
句
違
わ
ず
写
す
こ
と
は
、
簡
単
な
よ
う
で
実
は
難
し
い
こ

と
で
あ
る
。
不
注
意
に
よ
る
誤
字
脱
字
は
も
と
よ
り
、
写
し
手
の
思
い
込

み
や
そ
の
時
の
状
況
に
よ
っ
て
、
意
識
的
ま
た
は
無
意
識
に
原
文
を
変
え

て
し
ま
う
の
が
常
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
は
、
コ
ピ
ー
さ
ら
に
パ
ソ

コ
ン
の
コ
ピ
ー
ァ
ン
ド
ペ
ー
ス
ト
に
馴
れ
て
し
ま
っ
た
現
代
人
に
は
、
も

は
や
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
つ
い
四
十
年
前
ま
で
は
、
大

学
の
試
験
前
に
友
人
か
ら
ノ
ー
ト
を
借
り
て
徹
夜
で
写
す
よ
う
な
こ
と
も

あ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
時
代
は
終
わ
り
を
告
げ
た
。
筆
者
は
、
そ
の
よ

う
な
経
験
を
し
た
最
後
の
世
代
に
属
す
る
の
で
、
か
ろ
う
じ
て
そ
の
間
の

機
微
を
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
自
分
が
何
か
を
書
く
時
に
、
そ
れ
ま
で
読
ん
だ
書
物
の
内
容
と

文
章
が
、
こ
れ
ま
た
意
識
、
無
意
識
に
か
か
わ
ら
ず
前
提
と
な
る
こ
と
は
、

言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
こ
と
も
ま
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
検
索
に
よ
っ

て
便
利
に
材
料
を
集
め
、
も
の
を
書
く
現
代
人
に
は
、
か
え
っ
て
自
覚
さ

れ
に
く
く
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
を
読
む
た
め
に
、
ま
ず
そ
れ
を
写
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
古
人

の
書
い
た
も
の
を
読
む
場
合
、
と
り
わ
け
こ
の
点
に
想
像
を
馳
せ
る
必
要

は
『
日
本
書
紀
」
と
も
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
の
撰
者
も

お
そ
ら
く
「
欧
陽
火
」
の
意
味
は
分
か
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ

れ
を
「
人
火
」
と
解
し
た
可
能
性
も
な
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
牧
田
諦
亮

氏
の
校
訂
本
で
は
「
欧
陽
火
」
を
採
用
し
て
、
「
欧
陽
は
江
蘇
省
儀
徴
付

近の江岸の部落名」という注を附している縄、孫昌武氏は『太

平
広
記
」
の
本
文
を
是
と
し
て
、
「
欧
」
の
字
を
削
除
し
て
い
る
。

四
お
わ
り
に
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古代日中比較文学についての断想

が
あ
る
と
思
え
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
起
こ
り
う
る
あ
ら
ゆ
る
情
況
を
、
で

き
る
だ
け
自
分
な
り
に
体
感
し
、
追
体
験
し
よ
う
と
努
め
な
が
ら
読
み
進

め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
日
本
と
中
国
の
文
献
に
は
多
く
の
違
い
が
あ

ろ
う
が
、
こ
の
点
は
変
わ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
外
に
は
特
に
結
論

は
な
い
。
断
想
と
題
し
た
所
以
で
あ
る
。

注
（
１
）
金
文
京

二○一○。

（
７
）
牧
田
諦
亮
『
六
朝
古
逸
観
世
音
応
験
記
の
研
究
」
（
平
楽
寺
書
店

昭
和
四
五
年
）
二
八
頁
、
ま
た
孫
昌
武
『
観
世
音
応
験
記
三
種
」
（
中

華
書
局
一
九
九
四
）
二
四
頁
に
翻
字
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
両
者
と

原
写
本
を
参
照
し
て
独
自
に
翻
字
し
た
。

（
８
）
後
藤
昭
雄
「
金
剛
寺
蔵
侠
名
諸
菩
薩
感
応
抄
」
含
説
話
文
学
研
究
』

（
４
）
『
大
日
本
古
文
書
』
十
一
、
四
九
八
，
四
九
九
頁
。
。

（
５
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
金
文
京
「
毘
沙
門
信
仰
に
よ
る
都
市
伝
説
と

預
言
書
」
（
小
峯
和
明
編
『
東
ア
ジ
ア
の
今
昔
物
語
ｌ
翻
訳
・
変
成
・

予
言
」
勉
誠
出
版
二
○
一
二
）
で
も
簡
単
に
ふ
れ
た
。

（
６
）
川
口
久
雄
「
敦
埠
変
文
の
素
材
と
日
本
文
学
ｌ
孟
姜
女
説
話
と

記
紀
神
話
」
会
金
沢
大
学
法
文
学
部
論
集
』
文
学
篇
十
三
号

（
３
）
小
川
環
樹
「
稲
荷
山
古
墳
の
鉄
剣
銘
と
太
安
万
侶
の
墓
誌
の
漢
文

に
お
け
る
【
日
①
目
厨
日
に
つ
い
て
」
亀
小
川
環
樹
著
作
集
」
第
五

巻
筑
摩
書
房
一
九
九
七
）
補
考
之
二
、
「
釈
別
」
亀
中
華
文
史

論
叢
」
七
四
輯
）
参
照
。
小
川
氏
は
こ
れ
を
モ
ン
ゴ
ル
語
系
統
の
鮮

（
２
）
東
野
治
之
・
平
川
南
編
『
よ
み
が
え
る
古
代
の
碑
』
歴
博
ブ
ッ
ク

卑
語
な
ど
の
影
響
と
推
測
す
る
。

記
紀
神
話
」

一九六六）。

レ
ッ
ト
⑦
一
九
九
九
。

「
漢
文
と
東
ア
ジ
ァ
ー
訓
読
の
文
化
圏
』
岩
波
新
書

二
八
号
一
九
九
三
）
。

（
９
）
牧
田
諦
亮
『
六
朝
古
逸
観
世
音
応
験
記
の
研
究
」
八
九
頁
。
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